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 ２ 口頭により開示請求をすることができる個人情報を定める告示の一部改正（人事委員会事務局総務課） 
 

告   示 

◎新潟県告示第502号 

生活保護法（昭和25年法律第144号） 第54条の２第１項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国 

後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされた生活保護 

法第54条の２第１項の規定により、指定介護機関を次のとおり指定した。 

平成25年４月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

 

事業者の名称 主たる事務所 

の所在地 

事業所の名称 事業所の所在地 指定したサービス 

の種類 

指定年月日 

株式会社ダイ

チク 

新潟市中央区湖南

24番地２ 

アイン薬局瀬波

店 

村上市瀬波中町

12番24号 

居宅療養管理指導 H25.3.1 

株式会社ダイ

チク 

新潟市中央区湖南

24番地２ 

アイン薬局瀬波

店 

村上市瀬波中町

12番24号 

介護予防居宅療養

管理指導 

H25.3.1 

社会福祉法人

長岡福祉協会 

長岡市深沢町字高

寺2278番地８ 

こぶし24時間ケ

アサービスステ

ーション美沢 

長岡市美沢４丁

目211番地６ 

定期巡回・随時対応

型訪問介護看護 

H25.3.1 

社会福祉法人

長岡福祉協会 

長岡市深沢町字高

寺2278番地８ 

こぶし24時間ケ

アサービスステ

ーション 

長岡市信濃２丁

目６番地18号 

定期巡回・随時対応

型訪問介護看護 

H25.3.1 

株式会社五頭

クリーンサー

ビス 

阿賀野市保田4439

番地 

株式会社五頭ク

リーンサービス

介護事業部 

阿 賀 野 市 保 田

4439番地 

特定福祉用具販売 H25.3.8 

株式会社五頭

クリーンサー

ビス 

阿賀野市保田4439

番地 

株式会社五頭ク

リーンサービス

介護事業部 

阿 賀 野 市 保 田

4439番地 

介護予防福祉用具

貸与 

H24.12.1 

株式会社五頭

クリーンサー

ビス 

阿賀野市保田4439

番地 

株式会社五頭ク

リーンサービス

介護事業部 

阿 賀 野 市 保 田

4439番地 

特定介護予防福祉

用具販売 

H24.12.1 

医療法人社団 

葵会 

東京都千代田区内

幸町1丁目1番1号 

介護老人保健施

設葵の園・上越 

上越市頸城区上

吉194 

介護老人保健施設 H25.3.1 

医療法人社団 

葵会 

東京都千代田区内

幸町1丁目1番1号 

介護老人保健施

設葵の園・上越 

上越市頸城区上

吉194 

通所リハビリテーシ

ョン 

H25.3.1 

医療法人社団 

葵会 

東京都千代田区内

幸町1丁目1番1号 

介護老人保健施

設葵の園・上越 

上越市頸城区上

吉194 

短期入所療養介護 H25.3.1 

医療法人社団 

葵会 

東京都千代田区内

幸町1丁目1番1号 

介護老人保健施

設葵の園・上越 

上越市頸城区上

吉194 

介護予防通所リハ

ビリテーション 

H25.3.1 
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医療法人社団 

葵会 

東京都千代田区内

幸町1丁目1番1号 

介護老人保健施

設葵の園・上越 

上越市頸城区上

吉194 

介護予防短期入所

療養介護 

H25.3.1 

株式会社ニチ

イ学館 

東京都千代田区神

田駿河台２丁目９

番地 

ニチイケアセン

ター村松 

五 泉 市 村 松 甲

2958番地３ 

訪問介護 H25.1.1 

株式会社ニチ

イ学館 

東京都千代田区神

田駿河台２丁目９

番地 

ニチイケアセン

ター村松 

五 泉 市 村 松 甲

2958番地３ 

介護予防訪問介護 H25.1.1 

株式会社ニチ

イ学館 

東京都千代田区神

田駿河台２丁目９

番地 

ニチイケアセン

ター村松 

五 泉 市 村 松 甲

2958番地３ 

居宅介護支援 H25.3.15 

株式会社ワー

ルドステイ 

栃木県足利市堀込

町2462番地１ 

デイサービスセ

ンター春日和越

後川口 

長岡市西川口431

番地３ 

通所介護 H25.3.1 

株式会社ワー

ルドステイ 

栃木県足利市堀込

町2462番地１ 

デイサービスセ

ンター春日和越

後川口 

長岡市西川口431

番地３ 

介護予防通所介護 H25.3.1 

 

◎新潟県告示第503号 

医療法（昭和23年法律第205号）第30条の４第13項の規定により、次のとおり第５次新潟県地域保健医療計画（平

成23年４月新潟県告示542号）の一部を変更したので、当該変更後の計画を新潟県福祉保健部福祉保健課、県内の

地域振興局健康福祉（環境）部、新潟市福祉部福祉総務課及び新潟市保健所において、縦覧に供する。 

平成25年４月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 主な変更事項 

(1) 総論第５章第３節の二次保健医療圏において、小千谷市を「魚沼圏域」から「中越圏域」に変更した。 

(2) 総論第５章第４節の基準病床のうち、中越圏域を「4,294」から「4,685」に、魚沼圏域を「2,351」から「1,960」

に、それぞれ変更した。 

(3) 各論第２章第３節の「４疾病及び５事業に係る医療連携体制の構築等」に「精神疾患」と「在宅医療」に

ついての記載を追加し､｢５疾病・５事業及び在宅医療に係る医療連携体制の構築等」とした。 

２ 変更年月日 

平成25年４月１日  

 

◎新潟県告示第504号 

計量法（平成４年法律第51号）第19条第１項の規定により、見附市の特定計量器定期検査を次のとおり実施す

る。 

平成25年４月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 検査の対象となる特定計量器 

 計量法施行令（平成５年政令第329号）第10条第１項第１号に規定する特定計量器 

２ 定期検査を行う期日、場所及び区域 

検査日時 検査場所 検査区域等 

 ５月14日（火） 

５月15日（水） 

５月16日（木） 

５月17日（金） 

午前10時から正午まで 

午後１時から３時30分まで 

見附市役所車庫 見附市全域  

５月18日から平成 午前９時30分から正午まで 新潟県計量検定所 上記の未受検者 
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26年３月 15日ま

で。ただし、土・日

曜日及び祝日並び

に12月30日、31日、

１月２日、１月３日

を除く。 

午後１時から３時30分まで 特定計量器の所在の場所 特定計量器検定検査規則 

（平成５年通商産業省

令第70号）第39条第１項

に規定する特定計量器 

 

３ 実施機関 

 新潟県指定定期検査機関 一般社団法人新潟県計量協会 

 

◎新潟県告示第505号 

計量法（平成４年法律第51号）第19条第１項の規定により、弥彦村の特定計量器定期検査を次のとおり実施す

る。 

平成25年４月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 検査の対象となる特定計量器 

 計量法施行令（平成５年政令第329号）第10条第１項第１号に規定する特定計量器 

２ 定期検査を行う期日、場所及び区域 

検査日時 検査場所 検査区域等 

 ５月13日（月） 

 

午前10時から正午まで 

午後１時から３時30分まで 

弥彦体育館 弥彦村全域  

５月14日から平成

26年３月15日まで。

ただし、土・日曜日

及び祝日並びに12

月30日、31日、１月

２日、１月３日を除

く。 

午前９時30分から正午まで 

午後１時から３時30分まで 

新潟県計量検定所 上記の未受検者 

特定計量器の所在の場所 特定計量器検定検査規則 

（平成５年通商産業省

令第70号）第39条第１項

に規定する特定計量器 

 

３ 実施機関 

 新潟県指定定期検査機関 一般社団法人新潟県計量協会 

 

◎新潟県告示第506号 

漁船損害等補償法施行令（昭和27年政令第68号）第５条第１項の規定により、漁船損害等補償法（昭和27年法

律第28号）第112条第１項の規定による同意を求めるための事前届出が次のとおりあった。 

 なお、届出に係る指定漁船調書を平成25年４月５日から平成25年４月19日まで縦覧に供する。 

平成25年４月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

 

届出事項 

１ 発起人の住所及び氏名 

   新潟県村上市岩船岸見寺町３番15号 

            小田 政市 

   新潟県村上市岩船岸見寺町１番７号 

            丸山 久雄 

   新潟県村上市岩船地蔵町３番33号 

            脇坂 三重城 

２ 加入区  

村上市岩船港加入区 

３ 漁船損害等補償法第113条第１項の申出をする漁業協同組合の名称 

   新潟漁業協同組合 
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◎新潟県告示第507号 

森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により、農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定を解除する

予定である旨の通知があった。 

平成25年４月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１(1) 解除予定保安林の所在場所 

   新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国字三国山472（国有林。次の図に示す部分に限る。） 

(2) 保安林として指定された目的 

    水源のかん養 

(3) 解除の理由 

    道路用地とするため 

２(1) 解除予定保安林の所在場所 

  新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国字三国山472（国有林。次の図に示す部分に限る。） 

(2) 保安林として指定された目的 

   土砂の流出の防備 

(3) 解除の理由  

  道路用地とするため 

（「次の図」は、省略し、その図面を新潟県農林水産部治山課及び湯沢町役場に備え置いて縦覧に供する｡) 

 

◎新潟県告示第508号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、佐渡市の新穂村土地改良区から次のとおり役

員が就任した旨の届出があった。 

平成25年４月５日 

新潟県佐渡地域振興局長 

１ 就 任 

    理事  佐渡市下新穂 131 番地３      森田  義人 

    就任年月日  平成 25 年３月 22日  

 

◎新潟県告示第509号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、岩船郡関川村の関川村土地改良区の定款の変

更を平成25年３月26日認可した。 

平成25年４月５日 

新潟県村上地域振興局長 

 

◎新潟県告示第510号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、新発田市の新発田土地改良区の定款の変更を

平成25年３月27日認可した。 

平成25年４月５日 

新潟県新発田地域振興局長 

 

◎新潟県告示第511号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第68条第４項において準用する同法第18条第16項の規定により、清算法人

赤泊村土地改良区から次のとおり清算人が退任した旨の届出があった。 

平成25年４月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 退任 

  佐渡市杉野浦48      後藤 坤一 

   〃 徳和910       菊池 謙輔 

   〃 徳和913       菊池 順二     

   〃 下川茂97      四月朔日 晴    

   〃 下川茂1202     津恵  久     
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   〃 下川茂1040     佐々木 伸彦    

   〃 南新保584－１    田部  守     

  退任年月日 平成25年３月21日 

 

◎新潟県告示第512号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条の規定により計画を定めて実施した、次の土地改良事業の工事が完

了した。 

平成25年４月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

地区名 事業名 市町村名 完了年月日 

三悠乙見江 
県営区画整理（担い手育成基盤整備）事

業   
新発田市 平成 25年 3月 19 日 

 

◎新潟県告示第513号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、新潟県知事（新発田

地域振興局）から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

平成25年４月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 作業種類 公共測量（県営ほ場整備事業（担い手育成型）坂井川右岸地区（２次）確定測量） 

２ 作業期間 平成24年９月10日から平成25年２月28日まで 

３ 作業地域 新発田市 三日市、早道場、上小松、東宮内、中妻、蔵光、麓、黒岩、新屋、新保小路、上館、 

       下中、下今泉、館野小路、金津、荷谷、下中山、向中条、ほか地内 

 

◎新潟県告示第514号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、新潟県知事（新発田

地域振興局）から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

平成25年４月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 作業種類 公共測量（県営ほ場整備事業（担い手育成型）中川地区確定測量）「座標補正」 

２ 作業期間 平成24年９月10日から平成25年２月28日まで 

３ 作業地域 新発田市 釜杭、二本木、高山寺、古川、押廻、川尻、草加、宮古、真野原 地内 

 

◎新潟県告示第515号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、新潟県知事（三条地

域振興局）から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

平成25年４月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 作業種類 公共測量（県営ほ場整備事業（担い手育成型）中之島中部地区 確定測量） 

２ 作業期間 平成24年７月17日から平成25年３月７日まで 

３ 作業地域 長岡市中之島中条、末宝、並木新田、島田 他 地内 

 

◎新潟県告示第516号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、新潟県知事（長岡地

域振興局）から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

平成25年４月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 作業種類 公共測量（県営六郎女地区 区画整理 農業用用排水施設整備 農用地改良保全（中山間地域総 

       合整備）事業 確定測量） 

２ 作業期間 平成24年11月26日から平成25年３月８日まで 

３ 作業地域 三島郡出雲崎町大字神条、吉川 地内 
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◎新潟県告示第517号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、新潟県知事（上越地

域振興局）から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

平成25年４月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 作業種類 公共測量（県営経営体育成基盤整備事業和田南部地区確定測量） 

２ 作業期間 平成24年８月27日から平成25年３月７日まで 

３ 作業地域 上越市 大字寺町、上箱井、中箱井、島田、木島ほか 地内 

 

◎新潟県告示第518号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、新潟県知事（環境対

策課）から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

平成25年４月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 作業種類 公共測量（復旧測量） 

２ 作業期間 平成25年１月18日から平成25年３月26日まで 

３ 作業地域 新潟市西区 

 

◎新潟県告示第519号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、国土交通省北陸地方

整備局飯豊山系砂防事務所長から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があったので、同条第３項の規定によ

り公示する。 

平成25年４月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 作業種類 公共測量（航空レーザー測量） 

２ 作業期間 平成24年８月23日から平成25年３月８日まで 

３ 作業地域 新発田市、胎内市 

 

◎新潟県告示第520号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、新潟市長から次のと

おり公共測量を終了した旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

平成25年４月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 作業種類 公共測量（街区多角点No.20A01、40A66－１座標補正） 

２ 作業期間 平成25年２月18日から平成25年３月８日まで 

３ 作業地域 新潟市中央区、西区 地内 

 

◎新潟県告示第521号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県長岡地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成25年４月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 小千谷川口大和線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

小千谷市大字南荷頃字丸畑 899番４から 

 

 

新 

 

6.4～46.2メートル 

 

268.8メートル 
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同市大字南荷頃字丸畑805番４まで 

 

旧 

 

5.0～24.0メートル 

 

275.3メートル 

備考 路線の重用 

一部区間県道小栗山川口線と重用 

  

◎新潟県告示第522号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県長岡地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成25年４月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 路 線 名  県道   小千谷川口大和線 

２ 供用開始の区間 

  小千谷市大字南荷頃字丸畑 899番４から同市大字南荷頃字丸畑 805 番４まで 

３ 供用開始の期日  平成 25年４月５日 

 

◎新潟県告示第523号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県上越地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成25年４月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 柳島信濃坂線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

上越市牧区田島字上ノ山 190 番１から 

 

同市牧区田島字上ノ山199番１まで 

 

新 

 

5.7～11.8メートル 

 

84.7メートル 

 

旧 

 

5.7～9.0メートル 

 

84.7メートル 

 

◎新潟県告示第524号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県上越地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成25年４月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 路 線 名  県道   柳島信濃坂線 

２ 供用開始の区間 

  上越市牧区田島字上ノ山190番１から同市牧区田島字上ノ山199番１まで 

３ 供用開始の期日  平成25年４月５日 

 

◎新潟県告示第525号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する第20条第２項の規定により、都市計画の図

書の写しを次のとおり縦覧に供する。 

平成25年４月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 
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１ 変更に係わる都市計画の種類 

 長岡都市計画用途地域（長岡市決定） 

２ 縦覧の場所 

 新潟県土木部都市局都市政策課 

 

◎新潟県告示第526号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する第20条第２項の規定により、都市計画の図

書の写しを次のとおり縦覧に供する。 

平成25年４月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

 

１ 変更に係わる都市計画の種類 

 長岡都市計画高度地区（長岡市決定） 

２ 縦覧の場所 

 新潟県土木部都市局都市政策課 

 

◎新潟県告示第527号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第20条第２項の規定により、都市計画の図書の写しを次のとおり縦覧に供

する。 

平成25年４月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

 

１ 都市計画の種類及び名称 

 ・種類 長岡都市計画地区計画（長岡市決定） 

 ・名称 上条地区地区計画 

２ 縦覧の場所 

 新潟県土木部都市局都市政策課 

 

◎新潟県告示第528号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する第20条第２項の規定により、都市計画の図

書の写しを次のとおり縦覧に供する。 

平成25年４月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

 

１ 変更に係わる都市計画の種類及び名称 

 ・種類 長岡都市計画道路（長岡市決定） 

 ・名称 ３・４・20号 上条町前田線 

２ 縦覧の場所 

 新潟県土木部都市局都市政策課 

 

◎新潟県告示第529号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第20条第２項の規定により、都市計画の図書の写しを次のとおり縦覧に供

する。 

平成25年４月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

 

１ 都市計画の種類及び名称 

 ・種類 長岡都市計画土地区画整理事業（長岡市決定） 

 ・名称 上条高畑土地区画整理事業 

２ 縦覧の場所 

 新潟県土木部都市局都市政策課 
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◎新潟県告示第530号 

建築士法（昭和25年法律第202号）第15条の６第３項の規定により準用する第10条の６第２項の規定により、指

定試験機関から次のとおり名称を変更する旨の届出があった。 

平成25年４月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 名称を変更する指定試験機関 

  財団法人建築技術教育普及センター 

２ 変更後の名称 

  公益財団法人建築技術教育普及センター 

３ 変更する年月日 

  平成25年４月１日 

 

公   告 

予算の公表について（公告） 

平成25年３月27日新潟県議会において議決された平成25年度新潟県一般会計予算、特別会計予算、企業会計予

算及び平成24年度補正予算の要領は、次のとおりである。 

平成25年４月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 
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平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

12 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

13 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

14 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

15 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

16 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

17 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

18 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

19 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

20 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

21 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

22 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

23 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

24 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

25 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

26 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

27 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

28 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

29 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

30 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

31 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

32 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

33 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

34 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

35 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

36 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

37 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

38 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

39 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

40 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

41 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

42 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

43 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

44 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

45 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

46 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

47 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

48 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

49 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

50 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

51 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

52 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

53 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

54 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

55 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

56 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

57 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

58 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

59 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

60 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

61 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

62 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

63 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

64 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

65 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

66 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

67 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

68 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

69 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

70 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

71 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

72 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

73 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

74 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

75 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

76 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

77 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

78 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

79 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

80 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

81 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

82 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

83 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

84 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

85 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

86 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

87 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

88 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

89 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

90 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

91 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

92 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

93 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

94 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

95 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

96 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

97 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

98 

 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

99 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

100 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

101 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

102 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

103 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

104 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 
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平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

106 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 
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平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 
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第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 
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平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 
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第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 
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平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 
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第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 
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平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

114 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

115 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

116 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

117 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

118 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

119 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

120 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

121 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

122 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

123 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

124 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

125 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

126 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

127 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

128 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

129 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

130 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

131 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

132 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

133 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

134 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

135 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

136 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

137 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

138 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

139 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

140 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

141 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

142 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

143 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

144 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

145 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

146 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

147 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

148 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

149 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

150 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

151 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

152 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

153 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

154 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

155 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

156 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

157 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

158 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

159 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

160 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

161 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

162 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

163 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

164 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

165 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

166 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

167 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

168 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

169 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

170 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

171 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

172 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

173 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

174 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

175 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

176 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

177 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

178 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

179 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

180 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

181 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

182 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

183 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

184 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

185 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

186 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

187 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

188 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

189 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

190 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

191 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

192 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

193 



平成25年４月５日(金) 新  潟  県  報 第27号 

194 



第27号 新  潟  県  報 平成25年４月５日(金) 

195 
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大規模小売店舗の変更について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による変更の届出の概要を次のとおり公表

する。 

なお、この届出に対して同法第８条第２項の規定により店舗所在市町村の区域内に居住する者等は、本公告の

日から４月以内に、店舗周辺の地域の生活環境の保持の見地から、県に対し意見書を提出することができる。 

平成25年４月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者 

名 称 イレブンプラザ 

所在地 上越市本町４丁目４番８号 

設置者 株式会社イレブンビル 

２ 変更した事項 

(1) 大規模小売店舗の名称 

（変更前）（仮称）大和跡地拠点施設整備事業 

（変更後）イレブンプラザ 

(2) 大規模小売店舗において小売業を行う者 

（変更前）未定 

（変更後）有限会社大創笹澤ほか１者 

３ 変更年月日 

２(1) 平成24年10月３日 

２(2) 平成25年２月14日 

４ 変更の理由 

２(1) 利用客に親しみやすい名称にするため。 

２(2) 小売業者が決定したため。 

５ 届出年月日 

平成25年３月27日 

６ 縦覧場所 

新潟県産業労働観光部商業振興課 

（なお、上越市産業観光部産業振興課でも閲覧ができます｡) 

７ 縦覧期間 

平成25年４月５日から平成25年８月５日まで 

８ 大規模小売店舗立地法に関する事項、意見書の提出方法その他の問合せ先 

商業振興課 商業振興係 

電   話 025－280－5237 

Ｅメ ー ル  ngt050020@pref.niigata.lg.jp 

 

大規模小売店舗の変更について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第２項の規定による変更の届出の概要を次のとおり公表

する。 

なお、この届出に対して同法第８条第２項の規定により店舗所在市町村の区域内に居住する者等は、本公告の

日から４月以内に、店舗周辺の地域の生活環境の保持の見地から、県に対し意見書を提出することができる。 

平成25年４月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者 

名 称 イレブンプラザ 

所在地 上越市本町四丁目４番８号 

設置者 株式会社イレブンビル 

２ 変更しようとする事項 

(1)大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

・ウエルシア関東株式会社 
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（変更前）午前９時から午後９時 

（変更後）午前９時から午後12時 

(2) 来客が駐車場を利用できる時間帯 

（変更前）午前６時30分から午後９時30分 

（変更後）午前８時30分から翌午前０時30分 

３ 変更を予定する年月日 

平成25年３月28日 

４ 変更の理由 

営業時間の延長によって利用客の利便性を向上するため。 

５ 届出年月日 

平成25年３月27日 

６ 縦覧場所 

新潟県産業労働観光部商業振興課 

（なお、上越市産業観光部産業振興課でも閲覧ができます｡) 

７ 縦覧期間 

平成25年４月５日から平成25年８月５日まで 

８ 大規模小売店舗立地法に関する事項、意見書の提出方法その他の問合せ先 

商業振興課 商業振興係 

電   話 025－280－5237 

Ｅメ ー ル  ngt050020@pref.niigata.lg.jp 

 

大規模小売店舗の届出に対する市町村等の意見について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項及び第２項の規定による市町村等の意見の概要を

次のとおり公表する。 

平成25年４月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者 

名 称 新村上ショッピングプラザ 

所在地 村上市仲間町197番外 

設置者 イオンリテール株式会社ほか１者 

２ 届出の概要及び公告日 

概 要 大規模小売店舗立地法第６条第１項の規定による変更（大規模小売店舗において小売業を行う者の

変更及びその他の変更）に関する届出 

公告日 平成24年11月20日 

３ 意見の概要 

(1) 村上市からの意見の概要 

意見なし 

(2) 居住者等の意見の概要 

意見書の提出はなかった。 

４ 縦覧場所 

新潟県産業労働観光部商業振興課 

５ 縦覧期間 

平成25年４月５日から平成25年５月５日まで 

 

大規模小売店舗の届出に対する市町村等の意見について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項及び第２項の規定による市町村等の意見の概要を

次のとおり公表する。 

平成25年４月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者 

名 称 アークガレリア長岡 
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所在地 長岡市喜多町字鐙潟754番地外 

設置者 アークランドサカモト株式会社ほか３者 

２ 届出の概要及び公告日 

概 要 大規模小売店舗立地法第６条第１項の規定による変更（大規模小売店舗を設置する者の住所の変更

及びその他の変更）に関する届出 

公告日 平成24年11月27日 

３ 意見の概要 

(1) 長岡市からの意見の概要 

意見なし 

(2) 居住者等の意見の概要 

意見書の提出はなかった。 

４ 縦覧場所 

新潟県産業労働観光部商業振興課 

５ 縦覧期間 

平成25年４月５日から平成25年５月５日まで 

 

大規模小売店舗の届出に対する市町村等の意見について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項及び第２項の規定による市町村等の意見の概要を

次のとおり公表する。 

平成25年４月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者 

名 称 アークガレリア長岡 

所在地 長岡市喜多町字鐙潟754番地外 

設置者 アークランドサカモト株式会社ほか３者 

２ 届出の概要及び公告日 

概 要 大規模小売店舗立地法第６条第２項の規定による変更（駐輪場、荷さばき施設、廃棄物等保管施設

の位置の変更及びその他の変更）に関する届出 

公告日 平成24年11月27日 

３ 意見の概要 

(1) 長岡市からの意見の概要 

意見なし 

(2) 居住者等の意見の概要 

意見書の提出はなかった。 

４ 縦覧場所 

新潟県産業労働観光部商業振興課 

５ 縦覧期間 

平成25年４月５日から平成25年５月５日まで 

 

人事委員会規則 
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職員の任用に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

平成25年４月５日 

新潟県人事委員会 

  委員長  鶴 巻  克 恕 

新潟県人事委員会規則第５－59号 

職員の任用に関する規則の一部を改正する規則 

職員の任用に関する規則（規則第５－18号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という｡)に対応する同表の改正前の欄中下線

が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後

部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

別表第２（第28条、第33条関係） 

(1) 事務職員及び技術職員並びにこれに相当する

職員をもつて充てる職 

  ア 速記士 

イ 職業指導員 

ウ 職業訓練指導員 

エ 無線通信士 

オ 船長 航海士 機関長 機関士 通信長 

船舶通信士 甲板長 

カ 医師 歯科医師 獣医師 

キ 歯科衛生士 歯科技工士 マツサージ師 

視能訓練士 理学療法士 作業療法士 言

語聴覚士 臨床工学技士 

ク 助産師 看護師 准看護師 

ケ 文化学芸員 

コ 美術学芸員 

サ 主事（身体障害者を対象とした一般事務、

警察事務又は市町村立小中特別支援学校事務

職員を採用する場合） 

シ 司書（身体障害者を採用する場合） 

ス 警察官（財務捜査員） 

セ 工業技術研究職 

ソ 犯罪被害者等カウンセラー 

タ 航空整備士 自動車整備士 

(2) （略） 

 

別表第３（第33条関係） 

委任事務 委任を受ける者 

（略） （略） 

（略） （略） 

３ 助産師及び看護師の職に採

用する場合の職員の選考に関

する事務のうち実施計画・受

験案内、面接委員及び合格者

の決定に係る事務以外の事務 

 

 

病院局長 

（略） （略） 
 

別表第２（第28条、第33条関係） 

(1) 事務職員及び技術職員並びにこれに相当する

職員をもつて充てる職 

  ア 速記士 

イ 職業指導員 

ウ 職業訓練指導員 

エ 無線通信士 

オ 船長 航海士 機関長 機関士 通信長 

船舶通信士 甲板長 

カ 医師 歯科医師 獣医師 

キ 歯科衛生士 歯科技工士 マツサージ師 

視能訓練士 理学療法士 作業療法士 言

語聴覚士 臨床工学技士 

ク 助産師 看護師 准看護師 

ケ 文化学芸員 

コ 美術学芸員 

サ 主事（身体障害者を対象とした一般事務、

警察事務又は市町村立小中特別支援学校事務

職員を採用する場合） 

シ 司書（身体障害者を採用する場合） 

ス 警察官（財務捜査員） 

 

 

 

(2) （略） 

 

別表第３（第33条関係） 

委任事務 委任を受ける者 

（略） （略） 

（略） （略） 

３ 助産師及び看護師の職に採

用する場合の職員の選考に関

する事務のうち実施計画・受

験案内、第１次考査の合格

者、面接委員及び第２次考査

の合格者の決定に係る事務以

外の事務 

病院局長 

（略） （略） 
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附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

人事委員会告示 
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◎新潟県人事委員会告示第２号 

新潟県個人情報保護条例（平成17年新潟県条例第２号）第25条第１項の規定により、口頭により開示請求をす

ることができる個人情報を定める告示（平成17年７月新潟県人事委員会告示第４号）の一部を次のように改正し、

平成25年４月５日から適用する。 

平成25年４月５日 

新潟県人事委員会 

  委員長  鶴 巻  克 恕 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)に対応する同表の改正後の欄中下線が

引かれた部分（以下「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部

分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 

 

口頭により開示請求をするこ

とができる個人情報の項目 

口頭に
より開
示請求
をする
ことが
できる
期間 

口頭に
より開
示請求
をする
ことが
できる
場所 

試験等の名称 開示する内
容 

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

職員採用選考考

査（選考考査を

第１次考査及び

第２次考査に分

けて実施しない

もの（警察官（再

採用)､助産師及

び看護師に係る

選考考査を除

く｡)） 

種 目 別 得

点及び総合

ランク 

合格発

表日か

ら１か

月間 

人事委

員会事

務局総

務課 

（略） （略） （略） 

職員採用選考考

査（選考考査を

第１次考査及び

第２次考査に分

けて実施するも

の） 

第１次考査

の不合格者

に係る第１

次考査の種

目別得点、

総 合 得 点

及び順位 

第１次

考査の

合格発

表日か

ら１か

月間 

第２次考査

の受験者に

係る第１次

考査の種目

別得点、総

合 得 点 及

び順位並び

に第２次考

査の種目別

得点及び総

合ランク 

最終合

格発表

日から

１か月

間 

 

 

口頭により開示請求をするこ

とができる個人情報の項目 

口頭に
より開
示請求
をする
ことが
できる
期間 

口頭に
より開
示請求
をする
ことが
できる
場所 

試験等の名称 開示する内
容 

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

職員採用選考考

査（選考考査を

第１次考査及び

第２次考査に分

けて実施しない

もの（警察官（再

採用）を除く｡)） 

 

 

 

種 目 別 得

点及び総合

ランク 

合格発

表日か

ら１か

月間 

人事委

員会事

務局総

務課 

（略） （略） （略） 

職員採用選考考

査（選考考査を

第１次考査及び

第２次考査に分

けて実施するも

の（助産師及び

看護師に係る選

考 考 査 を 除

く｡)） 

第１次考査

の不合格者

に係る第１

次考査の種

目別得点、

総 合 得 点

及び順位 

第１次

考査の

合格発

表日か

ら１か

月間 

第２次考査

の受験者に

係る第１次

考査の種目

別得点、総

合 得 点 及

び順位並び

に第２次考

査の種目別

得点及び総

合ランク 

最終合

格発表

日から

１か月

間 
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